
　
地
域
の
つ
な
ぎ
役
で
あ
る
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
、
12
月
１
日
付
で

委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

速
野
学
区（
敬
称
略
）

　
中
野
自
治
会	

岩い
わ
橋は

し�
忠た

だ
正ま

さ

　
中
野
自
治
会	

永な
が

野の�
輝て

る
子こ

問�

健
康
福
祉
政
策
課

　

・
有（
５
８
２
）１
１
２
３

　

（
５
８
２
）１
１
３
８

　
物
価
高
騰
な
ど
に
よ
る
負
担
増
を

踏
ま
え
、
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課

税
世
帯
に
対
し
、
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

支
給
額

　
1
世
帯
当
た
り
７
万
円

対�

令
和
５
年
12
月
1
日
時
点
で
守
山

市
に
住
所
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の

令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課

税
の
世
帯

支
給
時
期　

�

対
象
者
に
は
１
月
以
降
、随

時
、
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

問�

生
活
支
援
相
談
課

　

（
5
1
6
）4
0
9
0（
給
付
金
専
用
）

　

（
5
8
2
）1
1
3
8

　
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
人
で
も
、
市
が
交
付
す
る
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
本
人
ま
た
は
扶
養
者
は
、

確
定
申
告
で
障
害
者
控
除
を
受
け
ら

れ
ま
す
。

対�
市
内
在
住
で
、
認
定
を
受
け
た
い

年
の
12
月
31
日
現
在
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
65
歳
以
上
の
人

　
①�

市
が
発
行
す
る
介
護
保
険
証
を

お
持
ち
で
、
障
害
の
程
度
が
日

常
生
活
自
立
度（
寝
た
き
り
度
）

判
定
基
準
を
満
た
し
、
６
ヵ
月

以
上
寝
た
き
り
で
あ
る

　
②�

市
が
発
行
す
る
介
護
保
険
証
を

お
持
ち
で
、
認
知
症
の
程
度
が

日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準
を

満
た
す

　
③�

障
害
者
手
帳
申
請
中
で
、
身
体

障
害
者（
１
～
６
級
）に
準
ず
る

障
害
が
あ
る

申
下
記
へ
申
し
込
み
。

他
・
申
請
書
は
下
記
に
設
置

　
・�

申
請
後
、
認
定
書
発
行
ま
で
に

２
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

　
・�

令
和
５
年
分
は
基
準
日
の
都
合

上
、
令
和
６
年
１
月
以
降
の
発

行
と
な
り
ま
す
。

問�

・
長
寿
政
策
課（
対
象
者
①
②
）

　
　

（
5
8
4
）5
4
7
4

　
　

（
5
8
1
）0
2
0
3

　
・
障
害
福
祉
課（
対
象
者
③
）

　
　

（
5
8
2
）1
1
6
8

　
　

（
5
8
1
）0
2
0
3

　

国
民
健
康
保
険
の「
医
療
費
の
お

知
ら
せ
」は
、
昨
年
度
ま
で
年
６
回
、

は
が
き
で
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
確
認
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

本
年
度
か
ら
年
２
回
、
封
書
で
送
付

し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
令
和
５

年
１
月
～
10
月
診
療
分
の
医
療
費
の

お
知
ら
せ
を
、
令
和
６
年
１
月
上
旬

に
封
書
で
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
５
年
11
月
・
12
月
診

療
分
は
例
年
通
り
令
和
６
年
３
月
ご

ろ
に
送
付
予
定
で
す
。
確
定
申
告
で

の
利
用
に
は
間
に
合
わ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
受
診
し
た
際
の
領

収
書
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問�

国
保
年
金
課

　

・
有（
5
8
2
）1
1
2
0

　

（
5
8
3
）9
7
3
8

家
屋
関
係
の
届
け
出
や
連
絡
は

12
月
28
日（
木
）ま
で

　
家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は「
家
屋

取
り
壊
し
届
出
書
」を
税
務
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。届
出
書
は
税
務
課

に
設
置
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

　
ま
た
、
建
築
確
認
申
請
が
不
要
な

10
㎡
未
満
の
小
規
模
な
家
屋
を
建

築
・
増
築
し
た
と
き
や
、家
屋
の
利
用

用
途
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
税
務

課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
申
告
は

令
和
6
年
１
月
31
日（
水
）ま
で

　
固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の

ほ
か
、
会
社
や
個
人
が
事
業
の
た
め

に
使
用
し
て
い
る
構
築
物
や
機
械
、

器
具
備
品
な
ど
の
償
却
資
産
に
対
し

て
も
課
税
さ
れ
ま
す
。
所
有
者
は
、

資
産
の
多
少
・
異
動
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
毎
年
1
月
1
日
現
在
の
資

産
状
況
の
申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
申
告
書
類
は
税
務
課
に
設

置
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可（
前
年
度

申
告
を
し
た
人
に
は
、
12
月
中
に
申

告
書
類
を
送
付
し
ま
す
）。

問�

税
務
課

　

・
有（
5
8
2
）1
1
1
5

　

（
5
8
3
）9
7
3
8

　
「
B
I
W
A
︲
T
E
K
U
」と
は
、

県
内
各
市
町
が
実
施
す
る
モ
バ
イ
ル

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
や
、
各
種
健（
検
）

診
の
受
診
な
ど
で
、
健
康
ポ
イ
ン
ト

を
た
め
る
こ
と
が
で
き
る
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
す
。

　
健
康
ポ
イ
ン
ト（
1
口
1
、0
0
0

ポ
イ
ン
ト
）で
、す
て
き
な
賞
品
に
応

募
で
き
ま
す
。
抽
選
は
令
和
6
年
2

月
に
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

応
募
期
間　

�

令
和
６
年
1
月
1
日

（
月
・
祝
）～
31
日（
水
）

対�

令
和
６
年
３
月
31
日
時
点
で
19
歳

以
上〔
40
～
74
歳
は
健
康
診
断（
特

定
健
診
・
職
場
健
診
・
人
間
ド
ッ

ク
）を
令
和
５
年
１
月
～
12
月
に

受
診
し
た
人
〕

問�

す
こ
や
か
生
活
課

　

・
有（
5
8
1
）0
2
0
1

　

（
5
8
2
）1
1
3
8

民
生
委
員・児
童
委
員

が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

電
力・
ガ
ス・
食
料
品

等
価
格
高
騰
重
点
支

援
給
付
金

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
申
請
を
受
け
付
け

国
民
健
康
保
険
の「
医
療
費

の
お
知
ら
せ
」（
令
和
５
年

１
～
1０
月
診
療
分
）を
令
和

６
年
１
月
上
旬
に
送
付

固
定
資
産
税
の
届
け
出・

申
告
を
お
願
い
し
ま
す

B
ビ

ワ

テ

ク

I
W
A
︲
T
E
K
U

賞
品
の
応
募
が

始
ま
り
ま
す

ホームページ

ホームページ

ホームページ

ホームページ
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